
（注）

１ オール電化住宅になります。

２ 合併処理浄化槽の清掃、保守点検、法定点検の費用は入居者の負担となります。

３ テレビ、インターネットは原則ケーブルテレビ（アイ・キャン）とし利用料は入居者の負担

となります。屋根、壁へのテレビアンテナの設置はできません。

４ 固定電話はケーブルテレビ（アイ・キャン）またはＮＴＴ等の通信会社が利用できます。

※入居者での申込が必要です。

５ 植栽の管理は入居者で行って下さい。
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